
一般競争入札説明書 

 

１ 公告日 

令和６年３月１日（金） 

 

２ 入札に付する事項 

 (1) 委託業務名 沖縄県立北部病院電話交換手業務委託 

 (2) 契約期間  令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 (3) 場  所  沖縄県立北部病院 

  ※業務内容等は別添の仕様書等による。 

 

３ 入札方法 

⑴ 入札書の様式は、第４号様式とする。 

⑵ 入札書は書面により、８の日時及び場所へ直接持参すること。郵送、電報及び電送

等による入札は認めない。 

⑶ 入札の方法 

ア 入札参加者は、入札執行に先立ち、入札保証金の確認を受けること。 

イ 代理人がする入札の場合は、本人の委任状を持参すること。なお、委任状の様式

は第５号様式とする。 

⑷ 入札にかかる費用 

本入札の参加に要する費用は、全て入札参加希望者の負担とする。 

 

４ 入札保証金 

（１）入札保証金の額 

入札保証金の額は、沖縄県財務規則（昭和 47 年沖縄県規則第 12 号）第 100 条の規定に

より、見積もる契約金額（長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間

の月数で除して得た額に１２を乗じて得た額）の 100分の 5以上とする。 

（２）入札保証金の納付方法 

 別紙入札保証金注意事項のとおり。 

（３）入札保証金の免除 

入札保証金は、次のいずれかに該当するときはその全部又は一部の免除を受けることが

できる。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、入札開始時刻 30分

前までに提出した場合 

イ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した



二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合 

（４）入札保証金の還付 

入札保証金は、原則として落札決定後に還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保

証金に充当することができる。 

（５）入札保証金の不還付 

落札者が落札決定の日から７日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入

札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 

 

５ 契約書の作成 

契約にあたって使用する契約書は、別紙「契約書（案）」によるものとし、競争入札

を執行し、契約の相手方を決定したときには遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 

 

６ 契約保証金 

落札者は、沖縄県財務規則第 101条の規定により、契約金額の 100分の 10以上に相当

する金額を一括して納付することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。 

（１）保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を

提出する場合  

（２）国（独立行政法人、公社および公団を含む。）または沖縄県若しくは他の地方公共団

体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去

２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約を全て誠実に履行したことを、国ま

たは沖縄県若しくは他の地方公共団体が証明する書面を提出する場合。 

 

７ 入札の辞退等 

入札書の提出後に都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに入札辞退

届を郵送又は持参により提出すること。なお、入札辞退届の様式は第 6号様式とする。 

 

８ 入札執行の日時及び場所 

  令和６年３月 1４日（木）午前 10 時 30 分  沖縄県立北部病院 2 階 第１会議室 

 

９ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称 

沖縄県立北部病院 総務課（担当：宇根） 

Tel 0980-52-2719（内線 1267） 


